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はじめに
　保健所は、地方自治体の公衆衛生の拠点と

して保健・医療・福祉の行政、法制度、社会

資源、地域住民の安全、安心の確保、健康保

持および増進の実情につぶさに向き合い、実

態を把握できる稀有な行政機関である。所管

地域の現状と課題について質量共に鳥瞰でき

るとともに、社会の危機や病理も早期に察知

する一方で、地域社会の総合力を糾合する公

衆衛生のハブとして優れたポテンシャルを

持っている。

　しかしながら、敗戦後の結核感染症の克服

にめざましい活躍をした後は、疾病構造の変

化、国民皆保険制度による地域医療の進展に

即応した機構改革、機能刷新が図られずに、

一時は黄昏論までささやかれるほど社会的評

価が分不相応なまでに低下し、医師確保の困

難が続いている。そのような中にあって、大

阪では都市の不健康、社会病理の多重問題が

早くから現れ、経済の停滞下での医療福祉の

費用の適正化対策、さらには阪神淡路大震災

や新興再興感染症の発生もあり、新たな保健

所の公衆衛生の試行錯誤が続けられてきた。

全国的にも、近年ようやく大規模災害時の公

衆衛生活動の重要性、過酷なコロナ禍での活

躍が脚光を浴び、保健所機能の再評価の兆し

がみられる。地域保健対策の推進に関する基

本的な指針（以後、基本指針と略）の最新版１）

には、保健所の機能強化、体制強化の文言が

頻出している。地域社会の諸課題に応える公

衆衛生の実践の多くは、地方自治体レベルに

おいて創造され、成果が認められて国全体の

法制度に発展してきた。その歴史的な事実に

着目すれば、地方自治体の公衆衛生の拠点で

ある保健所の機能のあり方は、現場の視点か

らも、検討されてしかるべきものと考えられ

る。この観点から大阪府から中核市八尾市に

至る保健所で、地方自治体の公衆衛生に長期

にわたり従事した現場の視点から、ナラティ

ブに保健所の足跡を振り返り、現状と課題を

お示ししたい。

Before 地域保健法
　戦後早期の結核感染症対策に多大な成果を

上げた保健所について、大阪府でも老朽狭隘

化した施設の建替え議論を契機に、縮小も視

野に入れた見直しが模索された。しかし革新

府政に選挙で敗れた浪人時代に、大阪府各地

域をめぐった元自治官僚の岸昌知事（任期：

1979-1991年）は、保健福祉のニーズを痛感し、

保健所の活用という粋な政治選択をした。保

健所長や若い公衆衛生医師等のアイデアが求
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められ、保健所の機能を新たに、都市の健康

問題に向き合う、保健と福祉の連携、健康づ

くりの生涯学習の拠点として再編整備する意

欲的な方針がとられた。市町村事業と連携し

た重層的な公衆衛生の体制の構築をめざし、

名実ともにリニューアルすることになった。

　おりしも大阪府の平均寿命の延びは、大阪

市の健康問題が大きく影を落とし、昭和45年

頃から鈍化し、全国順位で、昭和40年に男性

12位、女性13位であったものが、昭和50年に

は、それぞれ20位、32位、昭和60年には、46位、

47位（ワースト１）へと下降した。このにわ

かに浮上した「健康指標ワースト１」対策に

も、全保健所あげて、中小企業従業員の健康

実態の把握と啓発のための健診２）や、有酸素

運動を交えた重点的な健康教育等の先駆的な

取組みがなされた３）。これらは老人保健法や

労働安全衛生法の健診と保健事業の推進、さ

らには今日の特定健診、特定保健指導のさき

がけ的な役割を果たしたと考えられる。

　保健と福祉の連携という公衆衛生の新たな

キーワードの下に、本庁の保健と福祉部局が

統合され、保健所にも保健福祉推進室が設け

られた。その後またたく間にこの機構改革は

全国に波及し、多くの都道府県の行革で、保

健福祉部局が誕生し今日に至っている。保健

所現場では、若い医師や保健師等の専門職の

創意工夫による様々な事業が試行され、モチ

ベーションの向上につながった。地域保健法

前夜の大阪府の保健所は、かつてない熱気と

活気にあふれ、全国をリードする気概に満ち

ていた。この地域の公衆衛生の拠点の保健所

の実践を市町村に波及し、ネットワーク化し

て、健康指標ワースト１のV字回復を目指す

健康科学センター構想が、自治省のリーディ

ングプロジェクトに採択され、具体化するま

でに至る盛り上がりを見せた。

After 地域保健法
　この時期に保健所法が改正され地域保健法

が登場した。市町村との機能分担と連携との

名目の下に、保健所の統廃合を進める法が制

定され実行された。

　地域保健法への改正により、大阪府は地域

保健の行政改革では明らかに遅れをとってい

る状況に追い込まれた。「まるでトップラン

ナー集団にいたものが、急遽反転させられて

最後尾集団へと逆転したかのような変化」と

公衆衛生の権威者小町喜男先生（1927-2006）

が、当時、評した言葉が残っている。

　さらに運悪く、超緊縮財政が迫られる時期

と重なった。日本経済のバブル崩壊後の低成

長時代、マイナス成長への転落、デフレによ

る「失われた30年」が始まろうとしていた。

大阪府の財政状況は、法人税の落ち込みが極

めて大きいことから、他府県の群を抜く厳し

さに直面した。保健所の建て替えは止まり、

統廃合が進められ、大阪市、堺市、東大阪市

を除く大阪府保健所は22保健所７支所あった

ものが、現在では９保健所に減少し、高槻、

豊中、枚方、八尾、寝屋川の５市は中核市保

健所になった。また、公費負担制度や、府の

誇る独自の先駆的事業が、役割を終えたとし

て見直され、健康づくりの中核施設として整

備された大阪府立健康科学センターは、がん

予防検診センターと統合により、がん循環器

病予防センターとなった。

　結果的に、地域保健法は行財政改革の大義

名分となり、「市町村の求めに応じて」「市町

村との機能分担と連携」のキーワードの下で、



― 　―4

指導助言や大阪府との重層的な取組みが必要

な状況下にあった市町村の保健事業に自立を

迫り、一方で保健所事業の市町村と重なる部

分が削られた。厳しい財政状況を凌ぐために、

人員と予算のカットが繰り返された。

　地域のソーシャル・キャピタルである医師

会、保健衛生の団体、組織との関係も、団体

補助金は全て廃止され、精査された期間限定

の事業補助金に変換された。結果的に、ボラ

ンティア活動との息の長い協働した取組は後

退し、以後真に協力関係が必要になっても、

復活することは至難のわざとなった。

　市町村を導く事業についても、事業の必要

性、財政効果の説明が過大に求められ、期限

が厳しく設定された。梯子をはずされること

を嫌い、行革のスクラップアンドビルドで捻

出された府の単費事業には、「市町村の求め

る」必要な事業の提案であっても、市町村が

乗ることは少なくなった。

厳しい行政改革に耐えながら、進化し

た保健所の機能
　その後、保健所の機能はどう変化したのだ

ろうか？実際には、腸管出血性大腸菌O157や

結核等に対する新興再興感染症対策は、保健

師を地区分担制から専門制へとシフトし、感

染症法の制定以後、保健所を拠点に専門機能

が強化され、相応の成果をあげた。結核の診

断や治療の遅れから集団感染から発病に至る

リスクは、未だ軽視できない中蔓延国状態で、

保健所の医師、保健師によりLTBI、DOTS

等の国際標準のノウハウが堅実に担保された

対策が推進された。新型インフルエンザや

MERS、エボラへの備えも、社会防衛の第一

線の防御機能を果たし、その後のCOVID-19

のパンデミックにも耐える基礎が構築され

た。麻疹の排除、風疹の蔓延防止にも貢献

し、O157、ノロウィルス、レジオネラ対策に

は、保健師と食品、環境衛生スタッフの連携

が直ちに動き出す。実はこれらの感染症対策

は、技術論や新しい知見と失敗経験の蓄積の

結果、保健所の当然の業務として、時間外勤

務も辞さずに定着しているものだが、保健所

法時代には無かったか、放置されていたもの

である。

　また、東日本大震災、熊本地震や数々の大

水害における保健衛生活動への貢献が評価さ

れ、災害時の活動や備えは、感染症対策と並

んで保健所の重要な健康危機管理機能として

クローズアップされ、訓練された公衆衛生支

援チームDHEATの創設に相応した研修と準

備がすすめられてきた。

　さらに、難病患児者への在宅医療介護の調

整も、質量ともに熟度が増した。介護保険や

障害者支援の福祉制度の発達、病院から在宅

医療へのシフトが加速され、重度の心身障害

児者へのケースワークは、大阪府の保健所業

務において重みを増した。特に、医療的ケア

の必要な子ども達の在宅ケアの調整は、保健

所の側に神経筋難病患者への支援のノウハウ

の蓄積があり、周産期医療機関の側に長期入

院児の滞留という深刻な課題があったため、

地域との連携が、全保健所での取り組みに拡

大し、支援症例が急増した。子育ての家族責

任の重視が尾を引き、支援の福祉制度の充実

が立ち遅れ、高齢者に比べ保護者に過重な負

担が生じやすい４）。そのため社会経済的な困

難度の高い虐待リスクの高い事例が増え、そ

れらをフォローするために高い緊張感と組織

的な支援を要している。



― 　―5

　超高齢社会に備える地域医療システム再

編のニーズも増大した。医療計画の策定と

PDCAサイクルによる地域医療構想の進行管

理は、二次医療圏ごとの協議や審議の場が制

度として重要度を増して運営されるため、企

画調整部門が、市町村や医師会との多種多様

な調整事項に本庁の指示を受けながら動くこ

とになった。医療機関の立ち入り検査も、医

療安全、院内感染防止についての医療法の

ルールが厳しくなったことを反映して、指導

ポイントが明確になった。これらの行政の窓

口として法制度の改変と連動して、受動的に

機能が整ったものや地域医療への新たな調整

機能が保健所に期待されたが、人員や予算の

厳しい制約下では保健所長や医師、保健師の

属人的活躍に負って運営されている。

市町村の機能強化、中核市の保健所設

置の進行
　一方で、市町村の機能強化は、どう進んだ

のだろうか？市町村への事業移管が、母子保

健で大きく進展し、介護保険等の各種福祉制

度の市町村主体での整備もあって保健師が逐

次増員され、大阪府の保健師数を大きく上

回っている。しかしながら低成長下の厳しい

財政状況は、市町村においてもコストや人員

の削減を要求し、職員定数管理の下での保健

師の増員は事務職の減員と引き替えに実現し

た。そして、保健師を「事務職」化すること

や、新制度から生まれた多くの部局のポスト

への分散配置をもたらし、地区分担制の希薄

化、縦割りをもたらしやすい専任性を生み出

した。課長や部長も輩出してきたが、事務職

の上司による指導では、公衆衛生の専門職と

しての矜持は育ちにくい傾向がある。保健所

との関係は対等となり、サービスの移管と共

に実業のノウハウを失った保健所に、事業効

果を検証するのに必要な指導助言は求められ

なくなった。市町村の機能強化が進んだ一方

で、都道府県型の保健所の事業が、結核感染

症、難病や精神保健という専門的なサービス

実施に矮小化され、基本的な母子や老人保健

の実力が低下した。これに対して、2015年の

基本指針改訂のための検討会報告書において

も、当時の全国保健所長会の提言を引用して、

「疾病・年齢別の縦割り業務分担ではなく、

重層的に連携協働する体制へ再構築する」と

の課題認識が示されている５）。

　基本指針では、保健所と保健センターの業

務を一元的に担う公衆衛生の拠点として、中

核市が、合理的な組織、機能を持つ強みがあ

ると取り上げ、人口要件を満たす市の中核

市への移行と、保健所設置が推奨されてい

る。中核市の保健所設置は漸増し、わが国の

公衆衛生にとって軽視できない存在になって

きた。保健所と保健センターが重層的に連携

協働する体制構築の重要性は、中核市保健所

を通して見ると理解しやすく、この観点を基

に、八尾市の中核市保健所の実践をお示しし

たい。

中核市移行のbefore & after「中核市移

行によって何が変化したか？」
　中核市移行によって、業務の大きな変化は

あり得ないのだが、市の組織機構に入ること

で、保健センター機能との連携はもちろんの

こと、福祉や危機管理、まちづくり、産業振興、

教育委員会などの市の部局、市長、議会など

との情報共有・協議が容易になった。

　また、市の保健福祉部局からは敷居が高く、
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調整が困難であった医療との調整において、

府の機関として中二階的な立場から市の高齢

者、障がい児者、精神障がい者等の自立支援

事業に指導助言するのでは限界があったが、

市の機関になることで、監視指導権限を持つ

保健所はイコールパートナー（立場が対等な

提携相手）として連携を進めることが、可能

となった。

健康危機管理の柱となる公衆衛生
　現在、各自治体では大規模自然災害発生時

への備えが喫緊の課題となっている。東日本

大震災や熊本地震などの教訓から、保健所の

公衆衛生上のノウハウ・知見を基盤として、

健康被害並びに震災関連死を最低限に止める

ことは、中核市においても最も期待され、強

化が要請されている。危機管理部局をはじめ

とする市の主な部局との顔の見える関係が構

築しやすいために、災害対策に保健所が加わ

り、連携を密にして公衆衛生対策を推進でき

るようになることで、災害関連死の予防の取

り組みが前進する。2024年年始の能登半島地

震後、南海トラフ地震への備えや実働訓練が

活発化している。

　災害対策だけでなく、100年に一度のパン

デミックが世界を席巻した新型コロナウィル

ス感染症対策においても、そのメリットは遺

憾なく発揮された。

八尾市保健所のコロナ対策
　八尾市においても、64,000人以上（人口の

４分の１）が感染し、260人が死亡した。新

型コロナウイルスが「第４波」のアルファ

株、「第５波」のデルタ株、「第６波」以降の

オミクロン株と変異を重ね拡大と収束を繰り

返し、特に、陽性患者が24,000人以上にも及

んだオミクロン株による「第６波」「第７波」

では、過去に経験したことのない感染の急拡

大が発生し、市民生活や経済活動に大きな影

響を及ぼし社会機能の維持すら困難になるこ

とも懸念される厳しい事態となった。八尾市

では対策本部が超早期から立ち上げられた

が、多くの感染疑い者へのPCR検査、医療の

確保が立ち遅れた初期には、大阪市域から周

辺地域に感染が拡大する傾向があり、国、大

阪府、医療機関等との連携の下、ワクチン接

種、医療体制の確保、休日・夜間の受診及び

入院調整体制強化、クラスター対策の強化（医

療機関、高齢者施設等）が進められた。保健

所全体で班体制を組み、担当職員は過労死レ

ベルの時間外勤務を重ね、感染を最小限に抑

えながら、医療危機時に受け入れ困難となっ

た重症肺炎患者も全員入院につなぎ、在宅死

亡ゼロを達成した。感染拡大防止対策や医療

提供体制の確保と併せて、経済･雇用対策な

ど、市の総力を挙げ職員延べ2,000人を超え

る庁内応援と共に民間事業所からの応援や、

DMAT、IHEATなどの協力も得ながら、市

民の生命を守ることを最優先に取り組みが進

められた。

　さらに、外出抑制や飲食店等の営業時間の

短縮、ワクチン接種など、市民や事業者の協

力によって、新型コロナウイルス感染症に立

ち向かうことができた。第７波がピークを過

ぎた2022年９月26日からは陽性患者の全数把

握の見直しが行われ、2023年５月８日から感

染症法上の位置づけが「５類感染症」となり、

入院措置や外出自粛などの法的措置は求めら

れなくなった。

　その後なお、ウイルスが変異を繰り返し、
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一定の感染拡大やクラスターが発生し、その

対策が継続されている。後遺症の報告も続い

ており、日本を代表する大規模な症例対照研

究が国と連携して継続されている。

保健所を健康まちづくりの司令塔に
　コロナ禍襲来の前年、中核市移行の翌年

に、市長が新たな民意によって交代したが、

政治信条の相違があっても、市の健康、医療、

福祉の行政課題は不変であった。このため

市の行政、中でも重要命題である保健、医療、

福祉行政の現状と課題を踏まえた、市の健

康まちづくり施策の改善の提案を求められ

た。

　当時中核市レベルでも多くは、KDBなどの

ビッグデータは休眠した状態にあり、個人情

報が満載されたビッグデータの利活用によっ

て、科学的根拠に基づく行政が推進できるは

ずの各種プロジェクトや計画づくりのPDCA

サイクルは機能していなかった。保健所の強

みを活かし、健康まちづくりの原動力を生み

出すために、まず、疫学的なデータ分析によ

り、公衆衛生的な指導・助言、情報発信機能

を強化する必要があった。このため、保健所

の情報収集、分析、発信あるいは調査研究機

能からなる司令塔機能の強化を通じて、保健

所はもとより市の関連部局の機能の改善を

evidence basedに牽引する体制を創設するこ

とを提案した。健康まちづくりは全市民に関

わる施策であるため、この保健所の「司令塔

としての機能」は部局の枠にとどまらず、地

域包括支援センターや、介護保険などの地域

福祉、危機管理や環境、教育委員会、産業振興、

さらには都市整備などの事業に、科学的根拠

による横断的調整を通して研究の知見を具体

的施策に生かすことにも貢献しうる。保健師

の地域活動も、健康まちづくりの司令塔の下

で組織的かつ継続的に展開されることで、求

められる目標設定と効果測定、検証が可能に

なるものであった。この構想は、小町喜男先

生発案の大阪府の健康づくり対策の源流と共

に長年にわたり八尾市の衛生対策並びに社会

福祉審議会会長として、地方自治体の公衆衛

生（多田羅浩三著「適塾の風貌：公衆衛生の

伝統・自愛心」（makoto：2021年10月第196号）

に、長与専斎以来の伝統を執筆）の拠点とし

ての保健所のあり方を熱く指導していただい

た多田羅浩三先生の薫陶の賜物でもあった。

結果を出すことを目指す健康まちづく

り推進プロジェクト
　このような保健所の機能強化には、組織的

な裏打ちが不可欠であるため、保健センター

との統合を契機にして、地域保健法第７条の

保健所の調査研究機能の規定を根拠に、健康

まちづくりの司令塔となる組織機構「健康ま

ちづくり科学センター」６）を設置することに

なった。さらに、①保健所が司令塔となる組

織機構の整備と合わせて、②公衆衛生の専門

職の核となる保健師の専門性の強化・育成な

どの基盤強化、③市長をトップとした全市を

挙げての具体的な推進プロジェクトの立ち上

げを目指した。折しも「健康日本21」、食育、

介護保険、総合計画などの計画改定の節目を

迎え、全市を挙げての部局横断型の具体的な

健康まちづくり推進プロジェクトを立ち上げ

る契機となった。しかしながら運悪く、この

時期にコロナのパンデミックが襲来した。新

生した健康まちづくり科学センターは、コロ

ナ対策にも全力投球を求められながら、中核

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/85498/makoto_196_002.pdf
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/85498/makoto_196_002.pdf
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市保健所の時代を画する健康日本21八尾計画

の改定に同時に取り組むという離れ業を強い

られたが、全ての生活習慣病対策は停滞を余

儀なくされた。

with コロナの時代の健康まちづくり
　中核市移行前から取り組まれた、健康まち

づくり宣言、健診の無料化、法定健診項目の

上乗せ横出し、保健師の地域分担制等がなぜ

か奏功していなかったことから、計画策定に

合わせて、改めてKDBデータの分析により

大阪府や他の中核市等との比較検証が始めら

れ、糖尿病予防、フレイル予防の課題が抽出

された。さらに、コロナの５類移行後に、本

格的な開始が遅れていた介護予防と保健事業

の一体化として、ようやく健康福祉の部局横

断的な連携が「みんなの健康推進プロジェク

ト会議」として具体化した。また、公民連携

により市民の健康課題を解決するために、「八

尾市健康まちづくり共創協定」の仕組みが作

られ、生命保険会社等６社と協定に基づく取

り組みが進んでいる。

健康コミュニティづくりを推進する保

健師の地域活動の活性化
　八尾市では、50年以上にわたる循環器疾患

の予防対策と疫学調査がセットになったモデ

ル事業の成果を基にして健康コミュニティの

醸成を目指しており、保健師の地区分担制を

取っている。可能性に満ちた地域活動ではあ

るが、法定業務でないため、具体的な数値目

標の設定と検証が求められ、これに応えなが

ら成果を上げなければならなかった。一部地

域で健康づくりの自主グループの育成が進

み、生活習慣病予防、介護予防、認知症予防、

さらには、医療費・介護費の適正化につなが

る運動習慣の増加、特定健診受診率の増加な

どの成果も見られていたが、地域診断として
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KDB等の分析データを校区別に住民に提供す

ることで、それぞれの地域特性を踏まえた健

康づくりの取組が全校区で活発になりPDCA

を回す支援が進んでいる。

　コロナで停滞しリセットされた各種の取組

が、withコロナの時代の健康まちづくりとし

て、健康寿命の延伸、健康コミュニティづく

りの推進を目指す取組としてポピュレーショ

ンアプローチが活き活きと動き出し、各種の

事業のプロセス指標が大きな改善を見せてい

る。あわせて保健福祉サービスを知らない、

利用しない取り残された住民層へのハイリス

クアプローチとして、全数把握の試みも始ま

り、福祉関係者やかかりつけ医を通じての

サービス利活用の働きかけ、高齢者の関心の

高い認知症、フレイル予防を生活習慣病予防

と合わせて呼びかける二刀流予防の提唱、個

人ごとの生活習慣に合わせた予防啓発を健康

寿命の延伸因子で示すアプリの開発普及、中

小企業への健康経営の唱導を、健康コミュニ

ティづくりの一環として試みている。これら

の進捗状況は数値目標の達成とアンケート結

果から中間評価において確認され、おおむね

順調に進んでいるとの答申を得ている（詳細

は八尾市のホームページ健康まちづくり計

画７）参照）

保健所に期待される機能強化のための

課題
　都市の健康問題や少子高齢社会の課題に対

峙するために、中核市保健所は、府の保健所

と肩を並べる存在になってきたが、その背景

や組織機構は一様ではない。一般化した課題

抽出は不可能であるため、八尾市保健所の実

体験を基に、基本指針に溢れんばかりに記載

されている保健所に期待される役割を果たす
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ために不可欠と思われる課題を指摘したい。

①専門職の確保、育成

　公衆衛生の機能を担保するために医師、保

健師をはじめとする多種類の専門職などの職

員を適正な数、確保、育成することは容易で

ない。医師確保の難局を打開するには、医学

部公衆衛生学教室の支援が、なお一層組織的

に強化されることを期待したい。保健所のコ

ロナの対策から、いくつもの英文の論文が生

まれた様に、地域の公衆衛生向上の調査研究

を振興して、地域のビッグデータの利活用を

促進し、アカデミアからも評価される成果が

続々と生まれてくる基盤として、公衆衛生の

司令塔機能の疫学調査研究機能強化が必要で

ある。また、今日、保健福祉制度の創設に伴

い、増員され、各部局に配置されている保健

師の「見る、つなぐ、動かす」という専門性

の育成についても、キャリアラダーを踏まえ

たプログラムの策定が必要である。八尾市に

おいても疲弊感や不全感による離職が続いた

危機感から、保健師育成プログラムが策定さ

れた。その他の食品、環境、薬事等の少数職

種の確保、管理職の育成にも中核市に移行し

て日の浅い中核市保健所は難渋している。各

種の監視指導業務、感染症や食中毒対策、精

神疾患や難病患児者への医療調整などの専門

業務のノウハウの獲得、管理職の育成には時

間と経験の蓄積が不可欠であるが、府の職員

の長期派遣の支援が無ければ、中核市保健所

の機能をたちまち危うくしてしまう。府や近

隣政令中核市の保健所との人事交流を交えた

組織的な確保、育成が真剣に検討され、具体

化される必要がある。

②Inclusion、Implementationは、小地域から

　健康日本21（第３次）において、2000年の

開始以来、基本的な法制度の整備や仕組みの

構築、自治体、保険者、企業、教育、民間等

の多様な主体が参加する予防・健康づくりが

進み、健康寿命延伸が評価されたが、健康格

差の是正が大きく影響することを忘れては

ならない。かつて大阪府の健康指標ワース

ト１脱却が検討された際に、都市の健康課

題をかかえる住民層の多い大阪市の状況が

大きく影を落としている事実が明らかにさ

れた。その意味では、健康日本21（第３次）

の求める、「誰一人取り残さない健康づくり

（Inclusion）」の、「より実効性をもつ取組の

推進（Implementation）」に一層力を入れる

には、健康に関心の薄い保健福祉サービスに

アクセスしない取り残された住民層の健康格

差という手強い課題への取組が重要となる。

そのためには、地域包括ケアシステム構築と

同様、住民の絆が体感できる小地域からの保

健福祉の取組の活性化が重要と考えられる。

日本社会の高い民度が残っている地域社会の

絆が、災害対応、認知症やフレイル予防に極

めて有効だと明らかにされているが、大規模

災害の備えとして活性化が期待されている。

保健所によるビッグデータの分析評価に基づ

いた地域活動との連携協働による健康コミュ

ニティづくりをこれに重ねるとより多くの住

民参加が得られるとの兆しがある。さらに、

基本指針において控えめに記されている保健

所を機能させる適正な人口規模も改めて見直

されることも望まれる。
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③�健康増進に関連するビッグデータの地域還

元の拡大

　また、国・自治体とも不十分であると指摘

されていた健康増進に関連するデータの見え

る化・活用によるPDCAサイクルの推進が、

なお一層期待されているが、一部の先進的な

取組を除き、ビッグデータの地方自治体の

サービス圏域、中学校区への還元はKDBまで

しかなされていない。「誰一人取り残さない」

ためには、中小企業勤務者までカバーする

NDBが同様の地域レベルまで落とし込んで利

活用が可能となり、保健師による「見る、つ

なぐ、動かす」という草の根的な地域活動で、

健康コミュニティづくりが推進される必要が

ある。

　日本の保健所の公衆衛生の功績は国際的に

高く評価されている８）が、現在、深刻化して

いる都市の健康課題、少子高齢社会の諸問題

に立ち向かうには、これらの課題を乗り越え

ながら、地方自治体の公衆衛生の拠点として、

都道府県並びに中核市の保健所の機能の一層

の強化が不可欠であり、成果を上げることが

できればグローバルにもモデルになりうると

夢想して結びとしたい。

　なお、本稿は多田羅浩三先生（本年１月７

日にご逝去）から頂戴していた、積年の宿題

「地方自治体の公衆衛生（保健所）のあり方」

に対し、報告し厳しい指導をお受けすること

が生前にはかなわなかった不肖の弟子の論考

であり、深い哀悼と感謝の思いで捧げるもの

である。
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